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※年齢は離職日における年齢
※賃金日額＝（賞与や特別の賃金等を除く６か月の給与総額）÷１８０
※基本手当日額の最低額　1,832円→1,976円、 最高額　7,775円→8,205円
※平成29年8月1日より適用
※高年齢雇用継続給付の支給限度額も変更　339,560円→357,864円
資料出所　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000168719.html
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雇用保険失業給付（基本手当日額）のめやす
～ 平成29年8月1日より ～

（単位：円）

　今回は、毎月勤労統計調査による平成28年度の平均給与額が平成27年度より約0.4％増加
したことから、上限額・下限額ともに引き上げになります。これに伴い、基本手当日額の
算定基準が変わり、支給額が増額になる場合があります。

  


